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第145号ゆなばる社協だより

　社会福祉協議会は略して『社協』と呼ばれており、社会福祉法（109条）に基づき、全国の都道府県、市区町村に設置
され、民間の社会福祉活動を推進することを目的とした公共性の高い非営利の民間団体（社会福祉法人）です。ボラン
ティア活動や地域住民による福祉活動を支援し、町民及び民生委員・児童委員、自治会、公私の福祉機関、民間団体、行
政等の参加・協力のもと、「地域住民の皆様が住み慣れたまちで安心して暮らすことができるまちづくり」をめざして活
動を行っています。
　与那原町社会福祉協議会の活動費の財源は主に、運営費（人件費）を町補助金でまかない、事業費等に会員（町民）か
らの会費や寄付金、共同募金からの助成金があてられています。

社会福祉協議会とは

地域のきづな・つながりのある福祉のまちを目指して

食料品を通した地域の輪を作る食料品を通した地域の輪を作る
「フードバンク」「フードバンク」

地域の方から「今日食べるものがない。困った、どうしよう」といった相談を良く受けることがあります。そ
のような中、本会では社会福祉法人や事業所、地域の方々等へ保存可能な食品（お米、缶詰、レトルト食品
等）を募り、支援者を通して食品を必要としている方々に提供しています。
　この度、「必要としている方へ渡してください」とたくさんの食料品が集まりました。本会では引き続き食
料品・日用品等を受け付けておりますので皆さま方のご協力よろしくお願いします。

与那原中学校与那原中学校

与那原東小学校PTA与那原東小学校PTA
東っ子フェスタ実行委員会東っ子フェスタ実行委員会
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友愛保育園友愛保育園 コスモス保育園コスモス保育園

地域の方々地域の方々



　むすびえ・こども家庭庁「子どもの食
事等支援事業」助成金を活用し、要支援世帯の子どもを対
象に令和5年11月～令和６年１月の間、うみかじ児童館とあ
かぎ児童館を利用して、全７回・計700個のおいしいお弁当
を無料配布しました。
　さらに、毎週１回「お勉強の日」として学習支援ボランティ
アを呼びかけ学習支援もあわせて実施しました。
　また、ひとり親世帯へも月１回、お弁当を配布致しました。

　以前に観光交流施設で開催された「卓球教室」
に参加したことがきっかけで結成されたメンバー
です。ピンポンで遊んだことはあっても卓球は
初心者。今は４～５名で活動していますが、練習
を重ねて試合もできるようになりました。後半約
３０分の試合形式での練習時間が楽しみだそう
です。

　現在、大会出場に向けて楽しみながら汗を流し
ています。
　毎週水曜日の１０時～１２時（休みの日もあり）
　観光交流施設にて活動しています。ラケットの
予備もありますので、興味のある方は直接見学し
てみてください。
　ちょっとやったことがあるよという経験者の方、
一緒に汗を流してみてはどうですか？

（生活支援コーディネーター）

「卓球ひばりクラブ」

むすびえ・こども家庭庁むすびえ・こども家庭庁

　本会が策定を進めている第３次　地域福祉活動計画で、今回は「地域のきずな　つながりのある福祉の
まち」をキーワードに地域関係者・団体や施設等の方々を対象に互いを知るきっかけづくりと情報交換・共
有をとおし、よりよい地域活動につなげ、活動計画に反映
するよう全３回（１月１０日・１月２９日・２月７日）のワーク
ショップを開催しました。
　１回目「地域の困りごとと頑張りを共有」、２回目「将来
（１０年後）の夢を語る」、最終日は「世代別に応じた地
域参加の形」で各々のテーマでのワークショップを楽しく
終えることができ、終了後には懇談会を設け親睦を深め
ました。

「第３次 地域福祉活動計画」「第３次 地域福祉活動計画」策定策定のためののための
ワークショップワークショップ開催開催
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開所日時：月曜日～金曜日 10：00～15：45（土日祝休み）
ふれあいサロン（与那原町社会福祉センター１Ｆ） ☎098-945-9663

ふれあいサロンだより
ちゃーがんじゅう体操
　毎週火曜日 １１：１０～１１：４５
　毎週木曜日 １１：２０～１１：４５
脳活デー（予約制）　第１火曜日 １２：００～１３：００
保健師相談　第2・4火曜日 １０：３０～１１：３０
※�都合により行事内容を変更・中止する場合がご
ざいます。

３・４月の予定表

生活福祉資金  
教育支援資金教育支援資金 のご案内
対象世帯：低所得世帯（生活保護世帯を含む）
　　　　　●�世帯の所得が一定の所得以下（生活保護法に基づく生活保護基準額の1.75倍以下）の世帯で、

必要な資金について他から融資を受けることができない世帯。
対象学校：高等学校、高等専門学校、専修学校、短期大学、大学
貸付利子：無利子
民生委員・児童委員による援助活動
　　　　　●�申し込みから返済が完了するまで、地域を担当する民生委員・児童委員が援助活動（相談等のサ

ポート）を行います。

ただし、他の制度が利用できる場合はそちらを優先していただきます!!（他法優先）
●�教育支援資金は、日本学生支援機構の給付型奨学金や無利子奨学金、沖縄県国際交流・人材育成財団の高校
育英貸与奨学金などの奨学金制度、または沖縄振興開発金融公庫の教育ローンが利用できずにお困りの世帯
を対象としていますので、それらの奨学金制度等が利用できる場合は貸付できません。

　ただし、奨学金制度を利用される方でも以下の場合はご相談ください。
　①奨学金の支給開始までの期間に支払いが必要な場合
　②無利子奨学金の借入のみだと学費の支払いに不足が生じる場合

資金種類 貸付限度額 対象経費

教
育
支
援
資
金

教
育
支
援
費

高等学校（専修学校の高等課程を含む）
月 52,500円 以内 毎年必要となる費用が対象です。

　　
授業料、施設設備費、教材費、体育
会費、実習費、テキスト・ユニフォー
ム代、後援会費、通学交通費　など

高等専門学校・専修学校（専門課程）・短期大学
月 90,000円 以内

大　学 月 97,500円 以内

就
学

支
度
費

500,000円 以内
入学時のみ必要となる費用が対象です。

入学金、校友会費、学生保険料、航空賃・船賃、引越し
費用、敷金・礼金、家財道具購入費　など

資金の種類と貸付額、対象経費について

教育支援
資金って？

就学に際し必要な費用を貸付
するものです。
お住いの市町村社会福祉協議
会でご相談いただけます。

「簡単！ミニクレープ作り」「簡単！ミニクレープ作り」
３月１２日（火）　１２：００～１４：００
（定員１０名　参加費２５０円）

※事前のご予約をお願いいたします。詳しい内容については
ふれあいサロンにお問い合わせください。

３月
おやつ会

ふれあいサロンを利用される皆様へふれあいサロンを利用される皆様へ
　ふれあいサロンをご利用いただくには新規申請及
び毎年の更新手続きが必要となります。令和６年４
月よりご来所いただいた際には、ご協力宜しくお願
いいたします。
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沖縄県マザーズスクエアゆいはぁとさんからの依頼があり、去った令和５年１２月２６日（火）に車いす・アイ
マスク体験学習の出張講座を行いました。
車いす体験では、車いすの扱い方や注意点を学んだ後、車いすに乗る人と介助する人に分かれ段差やスロー
プを移動する体験をしました。
ある程度の力やコツ、そして優しい声かけが必要なのですが、さすが子ども達。実践して考え、しばらくする
と上手に車いす介助が出来るようになりました。
アイマスク体験では、視覚障害に関する知識を学んだ後、アイマスクを装着してユニバーサルデザインが隠
れた物当てゲームを行いました。みなさん初めて知る身近に潜む“やさ
しい配慮”に驚いていました。
みなさんは身近にある牛乳パックやお酒缶、シャンプーや調理ラップ
等に施されたユニバーサルデザインをご存じですか？

　令和6年1月1日に発生した石川県能登半島を震源とする地震により、北陸地方を中心に人的及び家屋への
甚大な被害が発生し、多数の市町村に災害救助法が適用されました。被災されたみなさまに、
心よりお見舞い申し上げます。
沖縄県共同募金会と与那原町共同募金委員会（社会福祉協議会）では、被災された方々を支
援することを目的に、「令和6年能登半島地震災害義援金」の募集受付を開始しました。
みなさまのご協力よろしくお願いいたします。

〜ご寄付ありがとうございました〜  〜ご寄付ありがとうございました〜  令和5年12月16日～令和6年2月16日受付分
◎一般寄付金　�みなさまからの善意のご寄付に対しまして厚くお礼申しあげます

氏名 区名 説　明 金　額
学童クラブ�なかよし広場　 港区 なかよしまつりチャリティー金 ２８，８００円
沖縄女子短期大学�学生会 東浜 学園祭の収益金 ７３，４８１円

◎香典返し　�ご逝去された方々のご冥福を謹んでお祈りいたしますとともにご遺族様のご
厚情に対しまして心より感謝申しあげます

氏　名 区　名 故人名 金　額
匿名 港区 匿名 ５０，０００円

桑江　　豊　様 浜田 （母）�桑江　千代　様 １００，０００円
糸数　幸江　様 上与那原 （母）�米須　春子　様 １００，０００円

◎災害義援金　�令和６年１月に発生した「令和６年能登半島地震」に際しまして、みなさま
から心温まる義援金を頂戴したことに、心から感謝申しあげます

氏　名 金　額 氏　名 金　額
中島区老人クラブ ２０，１８８円 ボーイスカウト�与那原第一団 ４５，９５６円

匿名 ５００，０００円 与那原町社会福祉協議会�職員一同 ６，８００円

ボランティア
登録・依頼は
こちら

「令和６年 能登半島地震災害義援金」募集

～車いす・アイマスク体験学習出張講座～～車いす・アイマスク体験学習出張講座～

与那原町社会福祉協議会では、こういった福祉に関する学習の出
前講座をしています。ご興味のある方はお気軽にご連絡ください。
現在は毎年、町内の小学４年生と中学１年生を対象に講話や体験
学習の依頼があるため、各学校へ出向き実施しています。

受付
期間 令和６年６月２８日（金）まで 受付

窓口
与那原町共同募金委員会（与那原町社会福祉協議会）
与那原町字上与那原16-2　TEL:098-945-3016
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